
松江市告示第484号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の2第5項において準用する同法第50条の2の規定により、

次のとおり指定介護機関の所在地の変更の届出があったので、同法第55条の3第2号の規定により告示する。

令和3年8月5日

松江市長　上　定　昭　仁

変更前 変更後

松南第1地域包括支援センター 松江市上乃木5丁目18-10 松江市大庭町735 令和2年6月1日

介護機関の名称
所在地

変更年月日


